
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

更

新

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

税

務

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和６年４月３０日 第１２５９５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

渡
辺
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
中
央
町
二
―
八 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日 

ド
レ
ミ
薬
局 

連
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

倉
敷
市
連
島
町
鶴
新
田
一
七
三
四
―
五 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
四
月
二
十
八
日 

令和６年４月３０日　岡山県公報第１２５９５号



〔
二
二
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の 

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

 
 
 
 

税
務
シ
ス
テ
ム
保
守
運
用
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 

岡
山
県
総
務
部
税
務
課 

 
 
 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 

株
式
会
社
日
立
製
作
所 

中
国
支
社 

 
 
 
 

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号 

六 

契
約
金
額 

一
五
三
、
五
七
五
、
〇
七
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
三
、
九
六
一
、
三
七
〇
円
）

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
） 

 
 
 
 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

 
 
 
 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

令和６年４月３０日　岡山県公報第１２５９５号



〔
二
二
二
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 
地 
区 

名 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

 

種 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

完
了
年
月
日 

児
島
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

樋 

門 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
五 

・ 

八
・
二
八 

錦
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

か
ん
が
い
排
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
五 

・ 

九
・
一
三 

大
木
谷
池 

 
 

 
 

 
 

 
 

た 

め 

池 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
五 

・
一
〇
・
一
二 

幸
西 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

用
排
水
施
設
整
備 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六 

・ 

三
・
一
四 

令和６年４月３０日　岡山県公報第１２５９５号



〔
二
二
三
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
に
つ
い
て

の
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場 

二 

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
十
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

 
 

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
局
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
部
環
境
施
設
室
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 
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〔
二
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
西
郡
字
樋
ノ
尻
三
三
六
番 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
総
社
三
丁
目
三
番
七
―
二
号
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
東
宮
Ｂ
館
二
〇
七
号
室 

小
川 

 

駿 

小
川
誉
乃
佳 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
九
号 

令和６年４月３０日　岡山県公報第１２５９５号



〔
二
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
山
本
三
一
八
番
一
、
三
一
八
番
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

高
梁
市
和
田
町
二
〇
六
一
番
地
五 

Ｂ
―
一
〇
一 

横
道
健
太
郎 

横
道 

佳
苗 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
一
一
号 

令和６年４月３０日　岡山県公報第１２５９５号


